






接種方法について

・住民票のある市町村からのお知らせをご覧ください。

・過去に受けた接種回数や時期により、接種方法が異なる場合があります。かならず母子健康手帳を確認 ・ 持参して、市

町村や医療機関に相談してください。

4,

①接種場所 深谷市内・埼玉県内の委託契約医療機関

(医療機関に確認し、予約してください。)

G)接種に必要なもの

①深谷市子宮頸がん予防ワクチン接種予診票

深谷市からのお知らせ

③深谷市民であることを確認できるもの（健康保険証など）

※ 

①問い合わせ先
深谷市保健センター　〒366-0823　深谷市本住町17-1

電話▶048-575-1101（月～金曜日　午前8時30分～午後5時15分　祝日除く）

FAX ▶048-574-6668　メール▶hoken@city.fukaya.saitama.jp

健康被害が起きた時は

極めてまれですが、予防接種を受けた方に重い健康被害を生じる場合があります。HPVワクチンに限らず、日本で承認されて

いるすべてのワクチンについて、ワクチン接種によって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が

残るなど の健康被害が生じた場合は、申請し認定されると、法律に基づく救済（医療費 ・ 障害年金等の給付）が受けられます。

HPV ワクチンに関する相談先 一 覧

接種を受けた医師・かかりつけ医師、HPVワクチン接種後に
生じた症状の診療に関する協力医療機関
※協力医療機関の受診については、接種を受けた医師またはかかりつけの医師にご相談ください。

＿お住まいの都道府県に設置された相談窓口

HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、
性感染症、その他の感染症全般についての相談

厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口

ーお住まいの市町村の予防接種担当部門

厚生労働省のホ ー ムペ ー ジでは、
HPVワクチンに関する情報をご案内しています。

1厚労省 HPV 

②母子健康手帳②母子健康手帳

i 平成9年度生まれ～平成16年度生まれの女性で、定期接種の対象年齢を過ぎて（高校2年相当以降）HPVワクチン（サーバリックス®、

  ガーダシル®）を国内で自費で受けたかたは、深谷市保健センターまでお問合せください。 




